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不動産公売参加の手引き（期間入札） 
 

Ⅰ 一般的な注意事項 

 １ 公売財産は、市税滞納者の財産であり、小松市の所有する財産ではありません。 

２ 公売財産の種類又は品質に関する不適合があっても、小松市は担保責任等を負いません。

埋蔵物、土壌汚染等の調査等はしていません。 

３ 表示されている公売財産の数量・地目・公図等は、登記（公）簿上のもので、実際の現

況と異なることがあります。公売に参加される方は、あらかじめ公売財産の現況・関係公

簿等を確認の上で入札してください。 

また、測量・境界確認等について必要がある場合には、買受人自身の責任で行ってくだ

さい。小松市は一切関与いたしません。 

４ 小松市は、公売財産の引渡の義務を負いません。公売財産内の動産類やごみなどの撤去、

占有者の立退き、前所有者からの鍵などの引渡しなどは、すべて買受人自身で行ってくだ

さい。 

５ 買受人は、買受人に対抗することができる公売財産上の負担（例：マンションの未納管

理費など）を引き受けなければなりません。その調査は買受人の責任で行ってください。 

６ 公売公告された公売財産について、公売を中止する場合があります。 

７ 買受人は、買受代金の納付後に公売財産の返品および買受代金の返還を求めることがで

きません。 

 

Ⅱ 公売参加資格 

１ 公売保証金を納付すれば、原則、誰でも入札することができます。 

２ 但し、次に該当する者は公売に参加できません。 

（１）国税徴収法第92条に規定する者 

滞納者は、換価の目的となった自己の財産を直接、間接を問わず買い受けることが

できません。 

（２）国税徴収法第108条（公売実施の適正化に関する措置）に規定する者 

入札の妨害や、不当に価額を引き下げる目的をもって連合する者など、公売参加者

に対する制限があります。 

 （３）国税徴収法第99条の2各号に規定する者 

     暴力団関係者は不動産公売に参加することはできません。 

 

Ⅲ 入札の流れ 

１ 入札書類の取寄せ 

（１）公売に参加しようとする場合、できるだけ入札期間の初日までに、納税課から入札書

類を取り寄せてください。 
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（２）取り寄せの方法は、「入札書類送付依頼書」を郵送、ファクシミリ送信するか、納税

課窓口に直接持参してください。お電話での受付は行いませんので、ご留意ください。 

（３）入札書類は、依頼書を窓口持参した場合であっても、後日、郵便発送します。 

（４）入札書類の郵送が遅延している場合には、お手数ですが、納税課宛ご確認いただきま

すようよろしくお願いします。なお、入札書類の発送開始時期は「入札書類送付依頼書」

に記載しておりますので、ご確認ください。 

（５）複数の物件を入札される場合には、公売財産の売却区分番号ごとに入札書類を取り寄

せてください。 

（６）入札書類一式として次のものをお送りします。 

   ① 入札書（２枚：１枚は予備であり、必ず１枚のみ提出してください。） 

   ② 入札書封筒 

   ③ 公売保証金納付書（若しくは小松市振込口座通知書） 

   ④ 公売保証金納付通知書及び返還請求書兼口座振替依頼書 

   ⑤ 陳述書 

   ⑥ 委任状（代理人による場合） 

   ⑦ 共同入札代表者届出書 

   ⑧ 書類提出用封筒 

   ⑨ 入札書類確認書（チェックシート） 

   ⑩ 不動産の公売広報（不動産公売参加の手引き） 

 

２ 公売保証金の納付 

 （１）入札しようとする方は、次のいずれかの方法により、公売保証金を納付していただき

ます。 

① 小松市指定金融機関又は小松市収納代理金融機関（※）窓口での現金納付 

② ゆうちょ銀行窓口での現金納付 

③ 小松市の指定口座への振込送金（振込手数料をご負担いただきます。） 

  （※）小松市指定金融機関   北國銀行の本支店 

     小松市収納代理金融機関 

      北陸銀行 福井銀行 福邦銀行 金沢信用金庫 北陸労働金庫  

はくさん信用金庫 小松市農業協同組合 

以上の各本店、支店及び出張所 

 （２）公売保証金の納付方法は、「入札書類送付依頼書」で指定してください。所定の公売

保証金納付書の発送、若しくは振込口座番号を通知します。 

 （３）入札書類として、公売保証金を納付した領収書の写し、若しくは送金の「控え」等送

金を証明できるものが必要になります。 

 （４）公売保証金は、入札しようとする売却区分番号ごとに納付してください。 

（５）公売保証金に利子はつきません。 

 

３ 陳述書の作成 

  入札書とともに「陳述書」について、必要事項を記入し作成してください。また、共同で
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入札する場合には、共同入札者全員の「陳述書」が必要です。なお、代理人が入札する場合

には、本人の「陳述書」が必要です。提出がない場合、入札が無効となります。 

（１） 入札者が個人の場合 

 「陳述書（個人用）」に、区分番号、作成日、入札者の住所、氏名、フリガナ、生 

年月日、性別を記入してください。 

 自己の計算において入札等をさせようとする者がある場合には、別紙「自己の計算 

において入札等をさせようとする者に関する事項」に必要事項を記入し、併せて作成 

してください。 

（２） 入札者が法人の場合 

 「陳述書（法人用）」に、区分番号、作成日、法人の所在地、名称、代表者の氏名

を記入してください。また、別紙「入札者（買受申込者）である法人の役員に関する

事項」に、法人の役員すべての住所、役職、氏名、フリガナ、生年月日、性別を記入

してください。 

 自己の計算において入札等をさせようとする者がある場合には、別紙「自己の計算 

において入札等をさせようとする者に関する事項」に必要事項を記入し、併せて作成 

してください。 

 

４ 入札 

 （１）入札書の作成 

① 入札書は、インク又はボールペンにより、鮮明な字体で記載してください。入札書

が判読できない場合、無効となることがあります。 

② 入札価格は、アラビア数字で明確に記載し、頭部には「￥」又は「金」を記載して

ください。 

③ 入札書は、訂正したり、抹消したりしないでください。訂正、抹消した入札書は、

無効になります。書き損じたときは、予備の入札書（コピー可）に書き直してくださ

い。 

④ 同一人が、同一の売却区分番号について、２枚以上の入札書を提出すると、その入

札書はいずれも無効となります。入札書封筒に封入する入札書は、必ず１物件、１入

札書のみです。入札書は予備用に２枚お送りしますが、必ず１枚のみ提出してくださ

い。 

⑤ 入札書には住民登録上の住所、氏名（法人にあっては商業登記簿上の所在地、商号）

を記載し、押印（認印可）してください。 

⑥ 共同入札する場合、入札書の共同入札の欄にチェックし、入札書裏面に各共同入札

者の氏名、持分等を記載してください。 

⑦ 入札書は、入札書封筒に入れて、必ず封をしてください。 

⑧ 一度提出した入札書は入札期間内であっても、引換え、変更、取消しができません。 

（２）入札書の提出 

① 入札書は、同封の入札書類提出用封筒(角型20号)に、次の書類を同封して提出くだ

さい。 

   ア 入札書封筒（封をする。） 
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      イ 公売保証金納付領収書の写し（口座振込の場合は、「控え」等、送金を証明 

できるもの。） 

      ウ 公売保証金納付通知書及び返還請求書兼口座振替依頼書 

      エ 陳述書（「３ 陳述書の作成」を参照） 

              （入札者（買受申込者）が宅地建物取引業又は債権管理回収業の事業者の場 

合には、その許認可等を受けたことを証明する文書として宅地建物取引業の

免許証又は債権管理回収業の許可証の写しを添付してください。） 

      オ （代理人による場合）委任状 

      カ （共同入札する場合）共同入札代表者届出書（入札書裏面と合致） 

      キ （法人が入札者の場合）履歴事項証明書、又は、現在事項証明書 

      ク （入札する物件が農地の場合）所管庁の交付した買受適格証明書 

      ケ 提出書類チェック表（チェックしたうえで提出する。） 

   ② 複数の物件を入札される場合、売却区分番号ごとに提出してください。 

③ 上記①の提出用封筒を、郵送、納税課窓口での納税課職員への手交、のいずれかに

より提出します。 

④ 納税課窓口で直接提出する場合、書類を提出する方が入札者及び入札代表者でない

とき（使者にすぎないとき）は、必要により身分証明書等の提示を求めることがあり

ます。 

⑤ 入札期間を経過した場合、いかなる理由があろうとも、提出用封筒を受け取ること

はできませんので、ご注意ください。 

⑥ 入札者が他の者の代理を兼ねること、又は、代理人が複数人を代理することはでき

ません。 

 

５ 開札 

入札書は、入札者の面前で開札します。ただし、入札者が開札に立ち会わないときは、

公売事務を担当していない小松市の職員が立ち会って開札します。 

 

６ 最高価申込者決定 

 （１）最高価申込者 

   ① 見積価額以上で、最も高い価額の方を最高価申込者として決定します。 

② 最高価額による入札者が２人以上ある場合（同額である場合）には、開札場所にお

いて、開札後直ちに追加入札を実施します。ただし、追加入札すべき者の全員がその

場にいないときは、新たな日時を定めて期日入札の方法により追加入札を実施します。

なお、追加入札による最高価額も同額のときは、開札場所において、開札後直ちにく

じで最高価申込者を決定します。 

   ③ 最高価申込者に対しては、最高価申込者の決定後、決定通知書等の書類をお送りし

ます。開札に立ち会われたとしても、後日郵送となります。 

 （２）次順位買受申込者 

   ① 最高価申込者の入札価額に次ぐ高い価額（見積価額以上で、かつ、最高価申込者の

入札価格から公売保証金の額を控除した金額以上のものに限る。）で入札した者（以
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下「次順位者」という。）は、次順位による買受の申込みをすることができます。 

   ② 入札価額が次順位であった場合、入札時から次順位買受申込者になる意思が明確で

ある者は、あらかじめ、入札書の所定の欄にその旨の記載をすることができます（チ

ェック欄にチェック）。 

   ③ 次順位者に対しては、最高価申込者決定後、次順位申込みの意思を確認します。開

札に立ち会わない場合には、電話連絡等により確認します。 

   ④ 次順位買受申込みがあるときは、その者を次順位買受申込者として決定します。 

   ⑤ 次順位者が２人以上ある場合（同額である場合）には、開札場所において、開札後

直ちにくじで次順位買受申込者を決定します。ただし、次順位者の全員がその場にい

ないときは、新たに定める日時において、納税課で実施します。 

   ⑥ 最高価申込者の決定が取り消されたとき、又は売却決定が取り消されたときは、次

順位買受申込者に対し、売却決定をします。  

 （３）公売保証金 

   ① 公売保証金は、買受人が納付すべき買受代金に充当します。 

   ② 最高価申込者とならなかった入札者が納付した公売保証金は、公売終了後、公売保

証金納付通知書及び返還請求書兼口座振替依頼書に記載された指定口座への振込送金

により返還します。 

   ③ 次順位買受申込者が納付した公売保証金は、最高価申込者が買受代金を納付した後

に返還手続を行います。 

   ④ 買受人が買受代金を納付期限までに納付しないことにより売却決定が取り消された

場合には、買受人の納付した公売保証金は、その公売に係る市税に充て、なお残余が

あるときは、これを滞納者に交付します。 

   ⑤ 国税徴収法第108条第2項の処分を受けた者の納付した公売保証金は、小松市に帰属

します。 

 

７ 売却決定及び買受代金納付 

 （１）売却決定 

   ① 所定の日時に、最高価申込者に対して公売財産を売却することを決定します。 

 ② 次順位買受申込者に対する売却決定の日時は、公売公告に記載した日時と異なるこ

とがあります。 

 （２）売却決定の取消し 

  次に該当する場合は、売却決定を取り消します。 

ア 買受代金の納付前に、滞納税完納の事実が証明されたとき。 

イ 買受人が買受代金をその納期限までに納付しないとき。 

ウ 国税徴収法第108条第2項の規定が適用されたとき。 

 （３）買受代金納付 

① 買受人は、売却決定を受けた後、買受代金納付期限までに、買受代金の全額（公売

保証金相当額を控除）を納付します。 

② 納付は、現金又は小切手（銀行、信用金庫、ゆうちょ銀行などの金融機関が振出し

たもの又はこれら金融機関の支払保証のあるもの。）で納税課において納付するか、
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又は、市が指定した金融機関口座へ振り込むことで納付することができます（振込手

数料は買受人負担）。 

   ③ 市が指定した金融機関口座へ振り込む場合は、買受代金納付期限までに、市が入金

を確認できるように振り込んでください。 

 

８ 権利移転 

 （１）権利移転及び危険負担移転の時期 

① 買受人は、買受代金を納付した時に公売財産を取得します。 

② 農地については、所管庁の許可又は届出の受理がなければ、買受代金の納付にかか

わらず、権利移転の効力は生じません。 

③ 買受代金納付後に生じた財産のき損、盗難及び焼失等による損害の負担は、買受人

への権利移転とともに、買受人が負うことになります。 

 （２）権利移転に伴う費用の負担 

公売財産の権利移転に伴う費用（移転登記の登録免許税等）は、買受人の負担となり

ます。 

 （３）権利移転の手続き 

① 買受人の請求により小松市が手続きを行ないます。登記嘱託に必要な書類等を速や

かに提出していただきます。 

② 公売財産が農地等である場合は、都道府県知事が発行する権利移転の許可書又は届

出受理書が必要です。 
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参考 

 

国税徴収法 

 

（買受人の制限）  

第九十二条  滞納者は、換価の目的となった自己の財産（第二十四条第三項（譲渡担保財産

に対する執行）の規定の適用を受ける譲渡担保財産を除く。）を、直接であると間接であるを

問わず、買い受けることができない。国税庁、国税局、税務署又は税関に所属する職員で国税

に関する事務に従事する職員は、換価の目的となった財産について、また同様とする。  

 

（暴力団員等に該当しないこと等の陳述） 

第九十九条の二  公売財産（不動産に限る。以下この条、第百六条の二（調査の嘱託）及び

第百八条第五項（公売実施の適正化のための措置）において「公売不動産」という。）の入札

等をしようとする者（その者が法人である場合には、その代表者）は、税務署長に対し、次の

いずれにも該当しない旨を財務省令で定めるところにより陳述しなければ、入札等をすること

ができない。 

 一  公売不動産の入札等をしようとする者（その者が法人である場合には、その役員）が暴

力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成三年法律第七十七号）第二条

第六号（定義）に規定する暴力団員をいう。以下この号において同じ。）又は暴力団員でなく

なった日から五年を経過しない者（次号、第百六条の二及び第百八条第五項において「暴力団

員等」という。）であること。 

 二  自己の計算において当該公売不動産の入札等をさせようとする者（その者が法人である

場合には、その役員）が暴力団員等であること。 

 

（公売実施の適正化のための措置）  

第百八条  税務署長は、次に掲げる者に該当すると認められる事実がある者については、そ

の事実があつた後二年間、公売の場所に入ることを制限し、若しくはその場所から退場させ、

又は入札等をさせないことができる。その事実があつた後二年を経過しない者を使用人その他

の従業者として使用する者及びこれらの者を入札等の代理人とする者についても、また同様と

する。  

一  入札等をしようとする者の公売への参加若しくは入札等、最高価申込者等の決定又は買

受人の買受代金の納付を妨げた者  

二  公売に際して不当に価額を引き下げる目的をもつて連合した者  

三  偽りの名義で買受申込みをした者  

四  正当な理由がなく、買受代金の納付の期限までにその代金を納付しない買受人  

五  故意に公売財産を損傷し、その価額を減少させた者  

六  前各号に掲げる者のほか、公売又は随意契約による売却の実施を妨げる行為をした者  

２  前項の規定に該当する者の入札等又はその者を最高価申込者等とする決定については、

税務署長は、その入札等がなかったものとし、又はその決定を取り消すことができるものと

する。  
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３  前項の場合において、同項の処分を受けた者の納付した公売保証金があるときは、その

公売保証金は、国庫に帰属する。この場合において、第百条第四項（公売保証金の返還）の

規定は、適用しない。  

４  税務署長は、第一項の規定の適用に関し必要があると認めるときは、入札者等の身分に

関する証明を求めることができる。  

５  税務署長は、公売不動産の最高価申込者等又は自己の計算において最高価申込者等に公売

不動産の入札等をさせた者が次のいずれかに該当すると認める場合には、これらの最高価申

込者等を最高価申込者等とする決定を取り消すことができるものとする。 

 一  暴力団員等（公売不動産の入札等がされた時に暴力団員等であった者を含む。） 

 二  法人でその役員のうちに暴力団員等に該当する者があるもの（公売不動産の入札等がさ

れた時にその役員のうちに暴力団員等に該当する者があったものを含む。） 

 

 

 

小松市役所 行政管理部 納税課 公売担当 

直通電話 0761-24-8033 

Ｆ Ａ Ｘ 0761-23-2446 

 


